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アジア３Ｒ推進会議の結果について 

 

平成 18 年 11 月 1 日 

廃棄物･リサイクル対策部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１． 日 程：平成 18 年（2006 年）10 月 30 日(月)～11 月 1 日(水) 

 

２． 開催地：三田共用会議所（東京都港区三田） 

 

３． 出席者： 

 アジアの 19 ヵ国及び 8国際機関の主に担当部局長･次長 

 【出席した国（19 ヵ国）】 

日本、インド、インドネシア、韓国、カンボジア、シンガポール、スリランカ、

タイ、中国、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、ブータン、フィリピン、

ブルネイ、ベトナム、マレーシア、モルディブ、ラオス 

 【国際機関等】 

アジア開発銀行（ADB）、国連アジア太平洋経済社会委員会（ESCAP）、バーゼル

条約事務局、国連地域開発センター（UNCRD）、国連環境計画（UNEP）、南アジア

環境協力計画(SACEP)、アジア工科大学（AIT） 

 【Ｇ８各国（オブザーバー）】 

フランス、ドイツ、イギリス、米国及び欧州委員会 

 

要約 

○ アジア３Ｒ推進会議が、平成 18 年 10 月 30 日(月)～11 月 1 日(水)に東京・三田

共用会議所にて開催され、アジアの 19 ヵ国と 8国際機関が参加した。 

○ 会議では、３Ｒの総合的な推進に加え、生ゴミの３Ｒや、電子電気廃棄物

(E-Waste)の３Ｒ、医療廃棄物対策について、各国、国際機関や国際的な NGO の

ネットワーク、企業などからそれぞれの３Ｒに係る具体的な取組が紹介され、活

発な議論がなされた。 

○ 参加者はアジアにおける３Ｒ推進の重要性を共有するとともに、今回の会議がア

ジア各国、国際機関の政策担当者が３Ｒに関し議論する初めての機会となったこ

とを評価した。 

○ またアジアにおける３Ｒに関する我が国のイニシアティブを高く評価するとと

もに、今後、アジアにおいて３Ｒの取組を継続・強化していくため、従来からの

取組の他、「３Ｒナレッジハブ」(情報拠点)の推進や、「アジア環境・保健に関す

る地域フォーラム」の廃棄物作業部会もフォローアップの場の一つとして活用し

ていくことで意見が一致した。 
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このほか、国際的な NGO のネットワーク（アジアごみ問題研究会）や企業（富

士ゼロックス㈱や DOWA エコシステム㈱）、学識経験者他が出席した。 

【議 長】岡澤 和好 環境省参与 

 

４． 概 要： 

本会議では、３Ｒの総合的な推進に加え、生ゴミの３Ｒや、電子電気廃棄物

(E-Waste)の３Ｒ、医療廃棄物対策について、各国や国際機関の取組が紹介され、活

発な議論がなされた。会合の成果として議長サマリー（別紙）がとりまとめられた。 

 

【議長サマリーのポイント】 

全般 

・ 参加者は３Ｒ推進の重要性を共有。今回の会議がアジア各国・国際機関の政策

担当者が３Ｒについて議論する初めての機会となったことを評価。また、アジ

アにおける３Ｒに関する我が国のイニシアティブを高く評価。 

 

３Ｒ推進のための連携と国際協力 

・ ３Ｒ推進のためには、中央・地方政府、企業、NGO、研究者など幅広い関係者の

参画が必要。特に、中央政府においては府省間の協力と連携が求められる。 

・ ３Ｒを、国レベル、アジア地域レベル、全世界レベルで推進すべき。国レベル

では、各国が３Ｒ推進の計画や戦略を策定することが重要。 

・ アジア地域で国境を越えた３Ｒを推進していくために、廃棄物の定義等に関し

て各国間での調和が求められる。国際資源循環の取組に先進的に取り組んでい

る企業もある。 

 

医療廃棄物対策 

・ 制度的な対応として、国レベルで規則や戦略、ガイドラインを策定すべき。特

に、他の廃棄物との分別を可能とするために、医療廃棄物の明確な定義が必要。 

・ 発生段階では、病院が処理の責任を有し、分別と感染性廃棄物の管理が肝要。

管理段階では、適正処理とモニタリング、関係者のキャパシティビルディング

や啓発、処理の適切な分散と集中に留意すべき。 

 

生ごみの３Ｒ 

・ アジアにおいて、生ごみについてはコンポスト化が有効である。また、メタン

回収によるバイオマスエネルギーとしての大きなポテンシャルも有する。生ご

みをバイオマスエネルギーとして利活用した成功例がアジアにはある。 
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・ 生ごみの３Ｒを実現するためには、得られた資源に対する需要の確保や適切な

技術の選択が必要。 

 

電子電気廃棄物(E-Waste)対策 

・ いくつかの国は電気電子製品のリサイクルシステムを確立。このシステムにお

いて、収集メカニズムと適正なリサイクル能力がとりわけ重要。また、電気電

子廃棄物の処理状況等の把握が必要。 

・ E-Waste の越境移動に関しては、不適切なリサイクルを招くものと、優れた技術

により適切なリサイクルを可能にするものがある。不適切なリサイクルを防ぐ

ために、関連規制の確実な履行や、不法輸出入防止に関するネットワーク活動

の充実、バーゼル条約の下でのE-Waste対策プロジェクトの推進が求められる。 

  

アジア地域における３Ｒの留意点 

・ アジア各国の多様性に注意を払う必要があり、それぞれの発展段階など状況を

踏まえた３Ｒを構築することが非常に大切。 

・ いかに廃棄物の発生を削減していくかについて、クリーナープロダクションに

留意し、一層議論を深めることが必要。 

・ 環境負荷、経済性、社会的受容性の観点から適正な技術を利用することが必要。 

・ いかに規制を実施するかが課題であり、より一層の資金協力、技術協力が必要。 

・ 将来の地域協力のスキームについては、トレーサビリティー、アカウンタビリ

ティー、トランスパレンシーを盛り込むことが必要。 

 

 アジア地域における今後の取組 

・ 今後もアジアで３Ｒを推進するために地域レベルでの協力が必要。特に、既存

の枠組みを活用したもののほか、アジア開発銀行や UNEP 等によって構築される

「３Ｒナレッジハブ(注)」や、UNEP 及び WHO が事務局となる「南東･東アジア環

境と保健に関する地域フォーラム」の廃棄物作業部会などは、今回の議論をフ

ォローアップする場の一つとなりうる。 

 

(注)３Ｒナレッジハブ：アジアでの３Ｒ関連の知識･技術の蓄積･提供のため、アジア開発銀

行や国連環境計画等により構築された情報拠点。３Ｒ関連技術等の情報をウェブサイトへ

の掲載などにより共有する。 

 

○ また、10月31日には、サイドイベント「アジアにおける浄化槽普及のポテ

ンシャル」が開催され、戸別の水質浄化装置である浄化槽についてアジア各

国から関心が寄せられた。 
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○ 本会議の関連するイベントとして、シンポジウム「３Ｒに向けてのアジア

地域の挑戦」（(財)日本環境衛生センター主催）が10月31日（火）横浜にて

開催されたが、11月1日にその結果について田中勝教授（岡山大学）から報告

された 。 
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第２回アジア３Ｒ推進会議の結果について 
 
 

 アジア３Ｒ推進会議が、平成 20 年 3 月 18 日(火)～3 月 19 日(水)に東京・三田共用

会議所にて開催され、アジア等の 19 ヵ国と 7 国際機関、オブザーバーとしてＧ８メン

バーが参加しました。 

 会議では、5月に開催されるＧ８環境大臣会合において、３Ｒが主要議題として議論

されるのに先立ち、３Ｒ政策の推進と資源生産性の向上、温暖化対策とのコベネフィッ

ト、多様な主体とのパートナーシップによる能力開発、持続可能な資源循環に向けた国

際連携といった課題について、活発な議論がなされました。 

また、アジアにおいては、健全な資源循環と資源効率性の向上が重要であること、そ

のために特に能力開発が重要であること、持続可能な国際資源循環が重要であり、廃棄

物発生量等の統計情報の整備、適切な廃棄物管理・リサイクルに向けた基準の共通化に

向けて政策対話をさらに進めていくことが重要であること等の認識を共有しました。

 
１． 日 程：平成20年3月18日(火)～3月19日(水)              

                                 

２． 開催地：三田共用会議所（東京都港区三田） 

 

３． 出席者： 

   アジア等の19ヵ国及び7国際機関の主に担当部局長･次長 

  【出席した国（19ヵ国）】 

日本、バングラデシュ、ブータン、ブルネイ、カンボジア、中国、インド

ネシア、ラオス、マレーシア、モルディブ、モンゴル、ミャンマー、フィ

リピン、韓国、シンガポール、スリランカ、タイ、ベトナム および オー

ストラリア 

  【国際機関等】 

アジア開発銀行（ADB）、国連アジア太平洋経済社会委員会（ESCAP）、国

際協力機構(JICA)、バーゼル条約事務局、国連地域開発センター（UNCRD）、

国連環境計画（UNEP）、アジア工科大学（AIT） 

  【Ｇ８各国（オブザーバー）】 

カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、イギリス、米国及び欧州委員会 

 

このほか、アジア太平洋環境開発フォーラム(APFED)、NGO(化学物質問題市

民研究会他)が出席しました。 

【議 長】 岡澤 和好 環境省参与 
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４． 概 要： 

本会議では、5月に開催されるＧ８環境大臣会合において、３Ｒが主要議題とし

て議論されるのに先立ち、３Ｒイニシアティブのもとでの３Ｒの更なる推進方策に

ついて、アジア各国、Ｇ８諸国及び国際機関等により活発な議論がなされました。

日本からは、第２次循環型社会形成推進基本計画や具体的なアジアへの協力につい

ての報告とともに、さらなる３Ｒの推進について問題提起を行いました。会合で出

された意見は、議長により議論のサマリー（別紙）としてとりまとめられました。 

 

【議論のサマリーのポイント】 

 

３Ｒ政策の進展と資源生産性の向上 

３Ｒ政策の率先的実行 

・ 廃棄物関連の汚染による健康被害の防止と環境影響の削減を進める必要があ

り、３Ｒ政策を展開するに当たり、この点を考慮する。 

・ ３Ｒを効果的に進めていくためには明確な計画とビジョンをもった法的枠組

みが重要である。 

・ 経済的措置等により、ライフスタイルの転換や、事業機会の拡大、環境に配慮

した製品の普及などが期待される。 

目標設定による資源生産性の向上と３Ｒの推進 

・ 資源生産性の向上と天然資源の保全に関する重要性について確認した。先進国、

途上国の間でこうした認識を共有することは、資源効率的な社会に転換するた

めの重要な第一歩となる。また、資源効率性の向上は貧困削減にも貢献する。 

温室効果ガス排出削減とのコベネフィットの追求 

・ 製品のライフサイクルすべてにおける資源効率性とエネルギー効率性の認識

が重要であり、クリーン開発メカニズムなどの３Ｒ関連プロジェクトのための

資金メカニズムが重要である。 

 

多様な主体のパートナーシップによるアジアにおける３Ｒを支える能力開発 

３Ｒ関連科学技術の推進 

・ 製品の再生利用の可能性に関する情報の標準化やグリーン購入、エコラベル及

び表彰制度などの経済的・政策的措置が３Ｒ関連技術やエコデザイン製品の市

場拡大には重要である。 

企業、地方政府、NGO による活動の推進 

・ ステイクホルダー間の連携・協力とともに、その参加を促すようなインセンテ

ィブを与えることが不可欠である。 

情報共有と環境教育の推進 

・ 小学校などで、３Ｒに関する教育を普及することが必要であるが、意識変化と

行動変化にいたるまでのギャップを埋めるための方法が必要である。 
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・ 環境に配慮した行動を促すためには、市民への情報の普及が重要な原動力とな

る。 

 

持続可能な国際資源循環に向けた連携 

国際資源循環のアプローチ 

・ 国際資源循環に関する基本的なアプローチ（各国でリサイクル・廃棄物処理能

力を向上させるとともに、廃棄物の不適正な貿易を防止し、その上で、貿易に

よる循環資源の活用を進めること）が認識された。 

・ このアプローチに基づいて、市場インセンティブの活用がより環境的・経済的

に適正な国際資源循環を進めるために有用である。有害廃棄物処理能力が低い

国に対する技術移転や基盤整備が重要である。 

３Ｒ関連物品の国際流通の推進 

・ ３Ｒ関連製品を国際的に普及していくためにも、製品（新品・中古品）に関連

する環境情報を共有するシステムに対して関心が集まり、長寿命やリサイクル

が容易になる環境に配慮したデザインをさらに普及していくことが必要であ

る。 

各国及び国際機関の連携強化 

・ 環境政策の優先順位を向上するためには、省庁間の垣根を乗り越えた取組が重

要である。優先順位の高い政策課題には、援助機関からの協力も得やすい。 

・ 国際機関・援助機関による３Ｒ推進の取組のための、連携促進と情報共有が望

まれている。バーゼル条約事務局との更なる連携と、３Ｒナレッジハブのよう

なその他の国際機関の能力開発と情報共有活動との連携の促進が必要である。 

・ 国際連携の取組として、技術移転は重要である。 

 

アジアにおける３Ｒの国際的な推進に向けて 

各国での３Ｒ政策の推進 

・ 参加アジア各国は、循環型社会と資源生産性の向上の重要性について確認した。 

・ ３Ｒ政策のさらなる発展が、アジア地域の持続可能な発展に不可欠ということ

を確認した。実際、多くの国々が、すでに資源回収と廃棄物削減の手段として

３Ｒ政策を導入しつつある。３Ｒ政策は、アジア各国の多様な社会、経済、文

化的な状況に応じて、様々な形態をとり得る。 

・ こうした取組によって、環境を保全し、資源生産性を向上させるために、鍵と

なる関係者の能力開発が重要である。技術・情報の移転および国際機関の援助

は、こうした国々にとって、大変重要である。 

・ ３Ｒを実施するには、基本的なものから高度なものまで多様な政策手段を活用

する必要がある。具体的、経済的インセンティブ、EPR、３Ｒ関連物品の市場

の開発、関係者間の連携の強化、教育と意識向上、リサイクルを義務付ける規

制、廃棄物関連の CDM プロジェクト、優良事例の普及、関係者の連携を通じて

地方の３Ｒの取組に関する更なる進展、多国間・二国間国際機関の国際的に連
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携の取れた活動などが考えられる。 

 

地域協力の推進 

・ 参加各国は、アジア地域全体の資源生産性を向上させる上で、国際的な資源循

環の基本的な意義に関する理解を共有した。 

・ 適切な国際資源循環を達成する上で、廃棄物の発生情報や循環資源の輸出入な

どに関する統計情報の整備・高度化が第一歩となる。こうして得られた情報は、

アジア地域に適切な３Ｒ関連政策の発展に寄与する。そうした観点から、廃棄

物の定義の調和や、適切な廃棄物管理・リサイクルに向けた共通の基準設定に

向けた地域各国間の政策対話の継続が必要である。 

・ 一部開発途上国には、３Ｒ関連物品を適切に扱うための能力が不足しているこ

とに十分に配慮しつつ、３Ｒ関連物品の国際流通については、効果的で環境上

適切な資源循環を地域大で確保するための議論を継続する必要がある。 

 


